
EC RoHS指令の適用除外用途の現時点での有効性を 

示すリストを更新 

 

 
 
 

欧州委員会（EC）は 9 月 16 日、RoHS 指令の附属書 III および IV に収載されている適用除外

用途の「有効性および見直し計画」を示したリストを 2025 年 9 月版に更新しました。 

 

RoHS 指令では付属書 III および IV に適用除外の一覧を収載していますが、こちらの適用除外

用途について見直しを進めています。 

リスト上では適用除外の有効期間と更新申請があった日付、申請の提出期限、適用除外の有効

性の状態（有効でない、有効（更新申請あり）、有効（更新申請なし））等が示されています。 

 

当社では RoHS 分析について実績と豊富な経験があります。詳しくは、当社 RoHS 分析担当者

（フリーダイヤル 0120-01-2590）までお気軽にお問い合わせください。 
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製品中 PFAS分析について、規制される項目が増えています。 
有機フッ素化合物（PFAS）は、国内外で規制の強化が進んでいます。これまでの PFOS、

PFOA に加え、PFHxS や PFOA 関連物質が化審法に追加され、POPs 条約においては、 

長鎖のペルフルオロカルボン酸（炭素数 9～21 のもの）などの追加が検討される予定

です。 
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